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（単位：千円）

「 確 か な 学 力 」 の 育 成 新 し い 時 代 に 求 め ら れ る 資 質 ・ 能 力 の 育 成

2,842,377 「個別最適な学び」と「協働的な学び」の一体的な充実

情 報 活 用 能 力 （ 情 報 モ ラ ル を 含 む ） の 育 成

伝 統 と 文 化 を 尊 重 し グ ロ ー バ ル 化 に
対 応 す る 国 際 教 育 の 強 化

新 た な 価 値 を 創 造 す る 教 育 の 充 実

魅 力 と 活 力 あ る 高 校 づ く り の 推 進

「 豊 か な 心 」 の 育 成 兵 庫 型 「 体 験 教 育 」 の 推 進

2,002,447 ふ る さ と 意 識 を 醸 成 す る 教 育 の 推 進

道 徳 教 育 の 推 進

13,122,230 人 権 教 育 の 推 進

い じ め へ の 対 応

不 登 校 へ の 対 応

読 書 活 動 の 充 実

「 健 や か な 体 」 の 育 成 健 康 教 育 ・ 食 育 の 推 進

234,273 体 力 ・ 運 動 能 力 の 向 上

部 活 動 改 革 の 推 進

社 会 的 自 立 に 必 要 な
資 質 ・ 能 力 ・ 態 度 の 育 成

兵 庫 型 「 キ ャ リ ア 教 育 」 の 推 進

20,979 社 会 的 資 質 ・ 能 力 の 発 達 の 支 援

44,368,691 主 体 的 に 社 会 の 形 成 に 参 画 す る 態 度 等 の 育 成

特 別 支 援 教 育 の 推 進 連 続 性 の あ る 多 様 な 学 び の 場 に お け る 教 育 の 充 実

5,079,062 連携による切れ目ない一貫した相談・支援体制の充実

幼 児 期 の 教 育 の 充 実 幼 児 期 に お け る 教 育 の 質 の 向 上

9,271 幼 保 小 の 協 働 に よ る 架 け 橋 期 の 教 育 の 充 実

人 生 100 年 を 通 じ た 学 び の 推 進 生 涯 学 習 ・ 社 会 教 育 の 振 興

2,933,821 社 会 教 育 施 設 の 充 実

文 化 芸 術 の 振 興 と 文 化 財 の 保 存 ・ 活 用

「 す る ・ み る ・ さ さ え る 」 ス ポ ー ツ へ の 参 画

多様性の尊重と包摂性のある教育の推進 特 別 支 援 教 育 の 推 進 （ 再 掲 ）

(5,440,064) 不 登 校 児 童 生 徒 へ の 支 援 （ 再 掲 ）

多 様 な 教 育 ニ ー ズ へ の 対 応

男 女 共 同 参 画 の 視 点 に 立 っ た 教 育 の 推 進

学 校 ・ 家 庭 ・ 地 域 と の 協 働 に よ る
豊 か な 学 び の 推 進

家 庭 の 教 育 力 の 向 上

61,367 地 域 の 教 育 力 の 向 上

子 ど も の 育 ち を 社 会 全 体 で
支 え る 取 組 の 推 進

子 ど も た ち の 創 造 的 な 活 動 等 を
支 援 す る 取 組 の 推 進

4,000 働 き 方 改 革 ・ 新 た な 働 き 方 や
ワ ー ク ・ ラ イ フ ・ バ ラ ン ス の 推 進

関 係 機 関 等 と の 連 携 の 強 化 関 係 機 関 等 と の 連 携 の 強 化

(45,769) 教 育 デ ー タ 利 活 用 に 関 す る 研 究

子 ど も た ち の 安 心 ・ 安 全 の 確 保 安 全 教 育 の 推 進

132,075 66,708 「 兵 庫 の 防 災 教 育 」 の 推 進

学 校 の 危 機 管 理 体 制 の 向 上

教育DXの実現に向けた教育の情報化の推進 １ 人 １ 台 端 末 の 活 用 推 進

1,205,491 情 報 活 用 能 力 （ 情 報 モ ラ ル を 含 む ） の 育 成 （ 再 掲 ）

教 員 の ICT 活 用 指 導 力 向 上

校務改善と教育環境充実に向けた ICT環境の整備・充実

教 育 デ ー タ 利 活 用 に 関 す る 研 究 （ 再 掲 ）

修 学 環 境 の 整 備 ・ 充 実 安 心 ・ 安 全 な 教 育 環 境 整 備 の 推 進

27,754,808 教 育 費 負 担 の 軽 減 に 向 け た 経 済 的 支 援

教 職 員 の 資 質 ・ 能 力 の 向 上 質 の 高 い 人 材 の 確 保 、 資 質 ・ 能 力 の 向 上

737,420 意 欲 と 能 力 が 最 大 限 発 揮 で き る
指 導 ・ 運 営 体 制 の 整 備 ・ 充 実

学 校 の 組 織 力 の 向 上 働 き が い の あ る 学 校 づ く り の 推 進

31,114,386 1,416,667 教 職 員 の 健 康 管 理

管 理 職 の 確 保 ・ 育 成

273,231,712

　　　　　　　兵庫が育む　こころ豊かで自立する人づくり
　　　　　　　第４期重点テーマ―  「『絆』を深め、『在りたい未来』を創造する力」の育成 ―
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317,600,403

第４期　ひょうご教育創造プラン体系表
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その他（人件費、教育委員会運営費等）

予算提案額 合計

2



 
 

 令 和 ６ 年 度  重 要 施 策 
 
 

（単位：千円） 

施   策   名 施 策 の 目 的 と 概 要                        

Ⅰ 予測困難な時代

を生き抜く力を育

む教育の推進 

 

１ 「確かな学力」

の育成 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

所 要 経 費 の        
 

要 求 額        

財 源 内 訳                 

国庫支出金       特 定 財 源      起 債      一 般 財 源      

13,122,230 1,806,004 1,771,811 2,546,500 6,997,915 

■ 新しい時代に求められる資質・能力の育成に向けた授業改善等、学びの充実に

取り組むとともに、グローバル化、ICT やAI 等の技術革新等、複雑化・多様化す

る社会において、社会課題の発見・解決や持続的な社会の発展・創造に向け、新

たな価値を創造し、既存の様々な枠を越えて活躍できる人材の育成を図る。 

（１）新しい時代に求められる資質・能力の育成 

① 新しい時代に求められる資質・能力（言語能力、情報活用能力、問題発見・解

決能力等の学習の基盤となる資質・能力を含む）の育成に向け、主体的・対話的

で深い学びの視点からの授業改善の推進、カリキュラム・マネジメントの確立と

いった、学習指導要領の趣旨が各学校で理解され実施されるよう、各種研修等に

取り組む。 

② 全国学力・学習状況調査の結果を踏まえ、小・中学校９年間を見通した学力向

上を図るため、「活用・表現力」の育成に向けた国語科授業改善研究及び専科教員

の指導力向上研修等を行う「ひょうご学力向上推進プロジェクト」に取り組む。 

③拡国の 35 人学級編制の段階的導入や、小学校 5、6 年生への専科教員による教科

担任制の強化を踏まえ、国の加配措置を最大限に活用した「兵庫型学習システ

ム」を推進する。 

④拡授業中や放課後に地域人材を活用した学習補充及び学習支援を実施し、市町及

び学校における学力向上に向けた取組を推進する。 

⑤ これからの社会で求められる資質・能力を育成するための授業改善に取り組む

県立学校を指定し、カリキュラム開発を行う「ひょうご学力向上実践研究事業」

を実施する。 

（２）「個別最適な学び」と「協働的な学び」の一体的な充実 

①拡１人１台端末の最大限の活用、きめ細かな指導体制の充実、実践的な研修、地

域人材の活用等を通し、「個別最適な学び」と「協働的な学び」を一体的に充実

させるため、重点校を指定し、授業研究やカリキュラム・マネジメントの研究、

教科ごとのグループ会議、学識経験者から評価を得る全県研修会等を実施し、授

業改善に取り組む。 

（３）情報活用能力（情報モラルを含む）の育成 

① 「ひょうご GIGA ワークブック」の活用等を通じて、自他の権利の尊重等、情報

社会におけるルールやマナーの習得、インターネット利用にあたっての危機の回

避や情報セキュリティに関する知識の習得等、発達段階に応じた情報モラル教育

の取組を推進する。 
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② 学校におけるプログラミング教育を推進するため、「兵庫県版プログラミング 

教育スタートパック」を活用しながら、学年間・校種間の接続を踏まえた系統的

な年間指導計画を作成し、情報活用の基礎となる情報手段の特性への理解を深め

る学習活動を実施する。 

（４）伝統と文化を尊重しグローバル化に対応する国際教育の強化 

① 小学校の外国語教育を推進するため、指導資料「英語教育の充実に向けて」や

小学校５、６年生向け外国語指導用映像資料等の活用など授業力の向上を図る。 

② 生徒が海外の姉妹校等での学習やホームステイにより交流を深めるとともに、

異文化に触れ、自身の学びを深めるための海外留学費用を補助することにより、

高校生の海外留学を促進し、グローバルな視点・能力の育成につなげる。 

③ 全ての高等学校に外国語指導助手（ALT）を配置する「グローバル・イングリッ

シュ・プロジェクト」を実施する。 

④ 中国広東省及び海南省との教育協定に基づき、文化・価値観の違いを実感でき

る体験活動プログラムによる高校生の相互交流を実施する。 

⑤ グローバルに活躍する技術者精神を醸成するため、工業高校生が海外の工業高

校生と技能コンテスト等を通じて技術交流を行う「海外工業高校生との技術交流

事業」を実施する。 

⑥ 教員及び学校管理職の教育分野における国際的視野を高めるため、西オースト

ラリア州、ワシントン州への教員長期派遣や西オーストラリア州、タイ王国との

学校管理職交流を実施する。 

⑦ 外国人児童生徒の学習機会の充実を図るため、入試において特別枠選抜を設け

るとともに、入学した外国人生徒の学習活動等を支える支援員を設置する。 

（５）新たな価値を創造する教育の充実 

① 小・中学校における観察・実験活動等を充実するため、企業研究者による先端

科学技術に関する実験などの特別授業の実施や、専門性の高い高校教員等による

小学校での研修会を開催する「サイエンス・トライやる事業」を実施する。 

② 本県で開催される全国の中学生が科学の思考力・技能を競う「科学の甲子園ジ

ュニア全国大会（科学技術振興機構(JST 主催)」の予選を兼ねた「数学・理科甲

子園ジュニア（県大会）」を開催する。 

③ 全国の高校生が科学の思考力・技能を競う「科学の甲子園全国大会（JST 主催）」

の予選を兼ねた「数学・理科甲子園（県大会）」を開催する。 

④ 高校生が自ら課題を見いだし、解決し、実践する力を育成するため、次世代の

科学技術について企業や大学等と連携した研究発表会「サイエンスフェア in 兵

庫」を開催する。 

⑤ 先進的な理数教育による創造性豊かな人材育成に取り組む、国の「スーパーサ

イエンスハイスクール（SSH）」指定校を支援する。併せて､県内の小・中・高等学

校教員と連携を図り、合同発表会や共同研究等を通して、取組成果を県内の高等

学校へ普及する。 

⑥ 文理融合型のカリキュラムを開発し、独創的発想と卓越した技術の知識を活か

し、新たな価値や課題解決への道を切り拓く人材を育成する兵庫型「STEAM 教

育」を推進する。 
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（６）魅力と活力ある高校づくりの推進 

① 「県立高等学校教育改革第三次実施計画」に基づき県立高等学校の魅力・特色

づくりの推進、県立高等学校（全日制）の望ましい規模と配置の検討、入学者選

抜制度・方法の工夫と改善を推進する。 

② 各校が定めた教育目標に基づき、日々の教育活動の中で創意工夫に努め、「学び

たいことが学べる学校づくり」を一層推進するため、全県立高等学校の特色ある

取組を支援する。 

③ 地域社会の一員としての自覚と態度を育み、兵庫県を支える人材づくりを推進

するため、生徒自らがふるさとの未来・在り方を考察・実践する「高校生ふるさ

と貢献・活性化事業」を実施する。 

④拡令和７年度の発展的統合に向け、統合校の具体的なカリキュラムや指導・運営

体制等の検討を進めるとともに、対象校同士の交流と教育活動の活性化を図るた

め、学習発表会やスポーツ大会の合同開催を支援する。 

⑤拡普通科改革（学校教育法施行規則一部改正）を踏まえ、文理探究科・地域科学

探究科・STEAM 探究科への改編を進める学校に対し、運営指導委員会の設置やコ

ーディネーターの配置により、関係機関との連携協力体制や校内の組織体制の構

築、カリキュラム開発等を引き続き支援する。 

⑥ 高等学校段階における高度なプログラミングや文理横断的な探究学習等を推進

するため、情報、数学等の教育を重視するカリキュラムを実施し、ICT を活用し

た文理横断的な探究的な学びを強化する学校に対して、高性能コンピューター等

の ICT 機器等の環境整備を行う。 

⑦ 全国の高校生が科学の思考力・技能を競う「科学の甲子園全国大会（科学技術

振興機構(JST 主催）」の予選を兼ねた「数学・理科甲子園（県大会）」を開催す

る。【再掲】 

⑧ 高校生が自ら課題を見いだし、解決し、実践する力を育成するため、次世代の

科学技術について企業や大学等と連携した研究発表会「サイエンスフェア in 兵

庫」を開催する。【再掲】 

⑨ 国の「スーパーサイエンスハイスクール（SSH）」指定校を支援するとともに、 

合同発表会や共同研究等を通して、取組成果を県内の高等学校へ普及する。【再掲】

２「豊かな心」の 

育成 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

■ 複雑化・多様化した社会において、地域や社会、生活、人生をより豊かなもの

としていくため、公共の精神、郷土の自然や伝統・文化の尊重、豊かな情操や規

範意識、自他の生命の尊重、自己肯定感・自己有用感、他者への思いやり、人間

関係を築く力、心の危機に気付く力、援助希求的態度等を育み、豊かな人間性を

育成する。 

（１）兵庫型「体験教育」の推進 

① 児童生徒の発達段階に応じた体系的な兵庫型「体験教育」に取り組む。 

(ア)全ての小学校等３年生を対象に、自然に対する畏敬の念、命の大切さ、命の

つながり、美しさに感動する体験活動を充実するため、「環境体験事業」を実

施する。 

(イ)全ての小学校等５年生を対象に、社会性や規範意識に加え、課題を解決する

力や自分自身の可能性を理解する力を育成するため、自然の中で長期宿泊体験
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を行う「自然学校」を実施する。加えて、冬季における体験プログラムの活用

を周知する。 

(ウ)全ての中学校等１年生を対象に、芸術文化に親しむ体験活動の充実を図るた

め、県立芸術文化センター管弦楽団による「わくわくオーケストラ教室」を実

施する。 

(エ)全ての中学校等２年生を対象に、社会的自立に必要な能力を育成するため、

地域や自然の中で生徒の主体性を尊重した体験活動を行う「トライやる・ウィ

ーク」を実施する。 

(オ)生徒自らがふるさとの未来・在り方を考察・実践する「高校生ふるさと貢献

・活性化事業」を実施する｡【再掲】 

(カ)全ての高等学校において、生徒一人一人の勤労観、職業観や職業人としての

基礎的・基本的な資質・能力を育成するため、将来めざす職業に関わる職場や

地域の企業等におけるインターンシップを実施する。 

(キ)拡特別支援学校に在籍する幼児児童生徒の自立や社会参加を支援するため、

地域との交流活動や自然体験活動、社会体験活動の充実を図る。また、地元住

民や小・中・高等学校の児童生徒を招いて、絆を深める交流活動を集中的に実

施する。 

② 様々な環境における体験の積み重ねを通して、失敗を恐れず困難や逆境に立ち

向かう力や心のしなやかさ等、児童生徒のレジリエンスの醸成に取り組む。 

③ 子どもたちの自尊心・自立心や主体的に他者と協力・協働できる力を育成する

ため、子どもたちが仲間との絆を深めることができる「絆チャレンジ・プロジェ

クト（仮称）」を実施する。 

④新兵庫型「体験教育」の魅力を発信するとともに、校外学習や体験活動に活用可

能なフィールドパビリオンのモデルコースを作成し、広く発信することにより、

フィールドパビリオンの学校行事等での活用を促進し、多様な体験活動の充実を

図る。 

（２）ふるさと意識を醸成する教育の推進 

① 身近にある自然・産業・伝統等について、その背景等も含め解説する冊子「ふ

るさと兵庫 魅力発見！」を中学校の総合的な学習の時間等で活用する。また、多

くの県民に触れてもらうため、県内の書店等での一般販売を継続する。 

② 生徒自らがふるさとの未来・在り方を考察・実践する「高校生ふるさと貢献・

活性化事業」を実施する｡【再掲】 

（３）道徳教育の推進 

① 兵庫県に関係する人々のエピソードや地域の話題等で構成する「兵庫版道徳教

育副読本」を道徳科での学びはもとより、学校教育活動全体で活用するととも

に、家庭における活用を促す。また、道徳教育実践推進協議会を設置し、道徳教

育推進地域における実践研究に取り組む。               

②重教員の実践的な授業力の向上や道徳教育の推進体制の一層の充実を図るため、

道徳教育推進教師等を対象に道徳教育実践研修を実施する。また、道徳教育推進

地域における実践研究成果を普及・啓発する。 

③ 国際社会の平和や発展に貢献する力を育成するため、社会の一員としての自覚
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のもと、多様な考えをもつ他者と協働する態度等、平和を愛する心を育む教育に

教育活動全般を通じて取り組む。 

（４）人権教育の推進 

① 多様な文化的背景をもつ人々と豊かに共生する心を培うため、家庭・地域との 

連携のもと多文化共生にかかわる事業に取り組む。 

(ア)子ども多文化共生教育を推進する中核施設として、就学支援に関する各種多

言語版資料の提供や、教育相談、情報提供等を行う「子ども多文化共生センタ

ー」を運営する。 

(イ)拡増加している外国人児童生徒等の学習支援や心の安定を図る取組などによ

る学校生活への早期適応を促進するため、日本語指導が必要な児童生徒等の母

語を話すことができる「子ども多文化共生サポーター」の派遣を拡充する。 

(ウ)日本語（生活言語・学習言語）の習得と基礎学力の定着を図るため、小･中学

校において日本語指導が必要な外国人児童生徒等を対象に日本語指導を推進す

る「日本語指導支援推進校事業」を実施する。 

(エ)市町と連携しながら外国人児童生徒等が散在する地域における受入促進及び

日本語指導の充実支援体制の整備について実践的に研究する「外国人児童生徒

等に対する教育支援事業」を実施する。 

② 児童生徒の発達段階に応じ、子ども、女性、障害者、拉致問題など国が示して

いる１３の個別の人権課題に応じて具体的な態度や行動に現れるよう取り組む。 

③ 地域における人権課題の解決に向け、一人一人の人権が尊重され、心と心が豊

かにつながる地域づくりを推進するため、社会教育における人権教育を総合的に

推進する「地域に学ぶ人権学習推進事業」を実施する。 

④ 兵庫県人権啓発協会等と連携し、児童生徒の発達段階に応じた人権教育資料を

効果的に活用し、拉致問題や多様な性等についての学習を実施する。 

（５）不登校への対応 

［不登校等対策の推進］ 

①拡県、市町、学校、関係機関等、全県一丸となって不登校児童生徒支援を推進する

体制を構築し、不登校対策に総合的に取り組む。 

－学校における取組－ 

(ア)新校内サポートルーム(校内教育支援センター)の設置を促進し、個に応じた不

登校児童生徒への支援体制の充実を図るため、不登校児童生徒支援員の配置を支

援する。 

(イ)各学校において、学校不登校対策チームを設置し、不登校対策支援プランを作

成、点検、改善により組織的・計画的に対応する。 

(ウ)児童生徒への理解を深め、児童生徒が「一人の人間として大切にされている」

という自己存在感を実感する、授業づくりや学級づくりの充実に取り組む。 

(エ)スクールカウンセラー・スクールソーシャルワーカー等と連携し、児童生徒が

SOS を出す力を身に付ける教育の促進を図る。 

(オ)定期的なアンケートや教育相談により、児童生徒の些細な変化に気づく(スト

レスチェック)とともに、各学校に設置した学校不登校対策チームによるアセス
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メントとケース会議の実施等、早期の段階から対応できるよう取り組む。 

－教育行政における取組－ 

(ア)学校や地域において児童生徒と関わる関係機関や学識経験者等による「ひょう

ご不登校対策推進協議会」を設置し、不登校児童生徒の現状の共有、それぞれが

可能な支援や役割の検討及び今後の支援の在り方を検討する。 

(イ)教育事務所、市町や関係機関等による「ひょうご不登校対策地域会議」を設置

し、不登校の現状把握・支援の在り方について協議並びに取組における成果と課

題の分析・検証を行う。 

(ウ)市町不登校対策連絡協議会の設置により、管内の不登校の現状把握等に基づき、

多様な支援の在り方や取組等に関する協議・情報共有を行う。 

(エ)各校の不登校担当教員等を対象に、有識者など専門家等による講演や各校の実

践発表などを行い、不登校支援の在り方について、成果と課題の分析を行う研修

を実施する。 

(オ)新校内サポートルーム（校内教育支援センター）における個に応じた学習や生

活に関する支援を行う不登校児童生徒支援員の配置を支援する。【再掲】 

(カ)新不登校対策を総合的に推進するため、県教育委員会事務局内に「不登校対策

推進センター」を設置する。また、不登校に関する相談や、教職員への研修等を

充実させるため、教育研修所の心の教育総合センターに不登校支援部門を設置す

る。 

 (キ)新教職員が児童生徒の心や体調の変化を把握し、早期発見、早期支援につなげ

るため､1 人 1台端末を活用した「心の健康観察」の導入に向けて取り組む。 

(ク)新保護者等が相談できる関係機関等を周知するチラシを作成し発信する。 

(ケ) 不登校児童生徒一人一人に応じた支援が行われるよう、不登校児童生徒の支

援の在り方と県内の学校の実践事例を示した指導資料「不登校児童生徒への多様

な支援に向けて」、リーフレット「不登校対策の充実に向けて」等の活用を図る。 

－関係機関との連携－ 

(ア)新不登校児童生徒の保護者が相談できる機会として、民間施設と連携し、「不

登校相談会」を実施する。 

(イ)県立但馬やまびこの郷において不登校の未然防止、早期対応をはじめ、ICT を

活用した支援など総合的な取組を行う。この中で、学校・家庭・関係機関が連携

した地域ぐるみのサポートシステムを構築する「但馬やまびこの郷サテライト事

業」を実施する。また、県内各地の不登校児童生徒の社会的な自立に向けた働き

かけと保護者に対する支援を行う「地域やまびこ教室」を開催する。 

(ウ)不登校児童生徒の個々の状況に応じた支援を充実させるため、フリースクール

等の民間施設との意見交換会を実施するとともに、各市町に対して「民間施設に

関するガイドライン」の活用を周知する。また、不登校児童生徒への支援に関す

るチラシの配布を通じて保護者等への情報提供を行う。 

－地域との連携－ 

(ア)新不登校児童生徒への支援を行うため、大学と連携した学生（ハートフレンド）

の人材バンク導入に向けた検討を実施する。 

8



 
 

(イ)ひきこもり総合支援センター等における不登校児童生徒や保護者を支援する組

織や取組等の発信をする。 

（６）いじめへの対応 

［いじめ問題等への対応］ 

－いじめ防止のための推進体制の整備－ 

① いじめ防止等（いじめの未然防止、早期発見・早期対応）の基本的な方針を示

した「兵庫県いじめ防止基本方針」に基づき、総合的な対策を推進する。また、

有識者による「兵庫県いじめ対策審議会」を開催する。 

② 県、教育事務所、市町、学校、ひょうごっ子悩み相談センター（県立教育研修

所）、関係機関（児童相談所、県警、弁護士会等）が日頃から連携する体制とし

て「兵庫県いじめ対応ネットワーク会議」を開催する。 

③ 複雑化する学校課題に対し、教育事務所長のリーダーシップの下、効果的・機

動的に支援が行えるよう、学校・警察ＯＢ、スクールソーシャルワーカー、スク

ールカウンセラー、弁護士等からなる「学校問題サポートチーム」を設置する。

また、県教育委員会事務局（高校教育課）の学校問題支援室との連携を図る。 

－未然防止－  

① いじめを許さない集団づくりに向け、道徳の授業や体験活動の継続的な取組等

を通じて、他者を思いやる人間性豊かな心の育成に取り組む。 

② 校長のリーダーシップの下、組織的・機動的に対応するため、すべての学校に 

いじめ対応チーム等校内組織を設置する。また､「いじめ対応マニュアル」を活用

し、現場の多様な課題に対応できる実践力を高める継続的な校内研修を実施する。

③ スクールカウンセラー等を活用し､教職員のカウンセリングマインドの向上､児 

童生徒の心の理解とケアストレス等への対処法を学ぶ授業や個別相談を実施する。

④ いじめ問題の理解やいじめ相談窓口等を記したチラシを全保護者及び関係機関

に配布する。 

⑤ 県立教育研修所内に設置している「心の教育総合センター」において、「いじ

め未然防止プログラム」及び「自殺予防に生かせる教育プログラム」の普及と啓

発を行う。 

－早期発見－ 

① いじめ、暴力行為等の児童生徒の問題行動や不登校に適切に対応するため、

「心の専門家」であるスクールカウンセラーを拠点小学校と全ての公立中学校に

配置する。 

② 全ての県立学校に「キャンパスカウンセラー」､「スクールカウンセラー」を配

置するとともに､家庭・地域・関係機関との連携のもと､いじめ､暴力行為等の問題

行動に対する実践的な取組を推進する「高校生心のサポートシステム」を実施する。 

③ ひょうごっ子悩み相談センターにおける面接（対面又はオンライン）及び 24 時

間ホットラインによる悩み相談、教育事務所に設置する「ひょうごっ子悩み相談

センター分室」等により、いじめの早期発見・早期対応に努める。 

④ 音声通話や面談等による相談に踏み切れない児童生徒に対応するため、SNS を

用いた相談窓口「ひょうごっ子 SNS 悩み相談」を設置する。 
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－早期対応－ 

① 児童生徒の自殺をはじめ、いじめ重大事態、学校における事件事故等発生時の

適切な初期対応、指導体制の構築を図るため、市町組合教育委員会を対象とした

研修を実施する。 

② 学校だけでは解決困難な問題行動の背景にある児童生徒の置かれた様々な問題

に対応するため、関係機関との連携・調整を図る「市町スクールソーシャルワー

カー配置補助事業」を実施する。 

③ 小・中学校に配置するスクールカウンセラーへの指導・助言を行うとともに、

学校現場で発生した重大な事案に対してサポートする「スクールカウンセラー・

スーパーバイザー」を学校問題サポートチームのスクールカウンセラーとして

配置する。 

④ 県立学校に寄せられる様々な要望等に対して、第三者的な立場で判断・対応す

るため、「県立学校問題解決サポートチーム」（高校教育課内）を活用し、学校

への適切な指導・助言、解決への協力により課題の早期解決を図る。また、直

接、学校が法に基づく助言を得られるよう、弁護士（スクールロイヤー）を配置

する。 

⑤ 児童生徒の問題行動や保護者等からの要望等、学校だけでは解決困難な問題に

ついて、小・中学校が直接弁護士から中立的な立場により法に基づく助言を得ら

れる「学校問題解決のための弁護士法律相談事業」を実施する。 

（７）読書活動の充実 

① 「ひょうご子どもの読書活動推進計画（第５次）」に基づき、読書を通じて豊

かな心と創造する力を育成するため、子どもたちの発達段階に応じて、学校・家

庭・地域がそれぞれの役割を果たしながら、子どもの読書活動を社会全体で推進

する。 

②新読書に携わる地域人材を活用し、子どもの発達段階に応じて、不読率の低減等

に向けて地域と学校が協力して行う取組のモデル構築を図る。 

３ 「健やかな体」

の育成 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■ 子どもたちが生涯を通じて、生活習慣の確立や学校保健の推進等により、心身

の健康の保持増進と体力の向上を図る。また、運動やスポーツに親しむ資質・能

力を育成し、スポーツに継続して親しむ機会を確保する。 

（１）健康教育・食育の推進 

① アレルギー疾患や心の問題などの児童生徒の心身の健康課題に対応するため、

健康教育研修会を開催するなど、教職員の資質向上等に取り組む。 

② 学校における薬物乱用防止の教育を推進するため、講師となる教職員等の資質

向上研修を実施するとともに、全ての高等学校で薬物乱用防止教室を開催する。 

③ 特別な配慮、医療機関との連携を必要とする児童生徒の増加に対応するため、

経験豊かな退職養護教諭を学校に派遣する。 

④ がんに対する正しい理解とがん患者に対する正しい認識や命の大切さに対する

理解を深めるため、指導内容や効果的な指導方法を実践する「がん教育総合支援

事業」を実施する。 
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⑤ 学校教育活動全体を通じた食育の推進を図るため、有識者会議を開催し、目標

設定、実践、評価等の方法を検討する。また、「食育ハンドブック」及び「高等

学校における食に関する指導」手引書等を活用し、小・中・高の系統立てた食育

に取り組む。 

⑥拡経験の浅い養護・栄養教諭の資質能力向上を目指して、退職教諭を活用し、助

言や実務指導を得ることで、養護・栄養教諭の継続的な研修機会の確保や組織的

な支援体制を構築する。 

⑦拡学校給食における地産地消の推進、学校給食で県産農畜水産物の活用を図るた

め、全国学校給食週間を「兵庫のめぐみ学校給食事業」と位置付けるとともに、

栄養教諭を対象とした研修を実施し、有機農業を含む環境への負荷を低減する農

業についての理解を図る。また、食育推進校（兵庫県学校給食・食育支援センタ

ー連携事業）において、有機農作物の活用について実践研究に取り組む。 

（２）体力・運動能力の向上 

① 小学校の体育授業充実のため、地域のスポーツ指導者や中学校・高校の体育教

員など、専門性に優れた指導者を「体力アップサポーター」として小学校に派遣

する「『体力アップひょうご』サポート事業」を実施する。 

②新体育授業において児童生徒の課題に応じた目標設定や振り返り学習などの授業

充実を図るため、地域のスポーツ指導者を活用するなど人材の派遣体制を整備す

る。また、元トップアスリートの派遣、本県の体力課題に特化したプログラムの

実施及び効果検証を行うことで、運動の楽しさを実感させ、児童生徒の運動に取

り組む内発的動機を高め、運動の習慣化を促進する。 

（３）部活動改革の推進 

①新国の「学校部活動及び新たな地域クラブ活動の在り方等に関する総合的なガイ

ドライン」の方針を踏まえ、改革推進期間終了後の令和８年度に向け、①地域移

行型②地域移行と地域連携のハイブリッド型③地域連携型などの具体的なロード

マップを含む地域移行推進計画を地域移行推進会議において検討するとともに、

地域連携・地域移行に向けた実証事業を実施する。 

②拡「いきいき運動部活動（４訂版）」に基づき持続可能な運動部活動を進めると

ともに、部活動指導を担当する教員の業務負担軽減や、専門的な技術指導を受け

られない生徒への指導のため、部活動の指導や大会引率等が単独でできる部活動

指導員を中学校や高校に配置し、中学校での指導員の配置を拡充する。 

４ 社会的自立に必

要な資質・能力・

態度の育成 

 

 

 

 

■ 子どもたち一人一人が、自己のみではなく、主体的に他者と協力・協働するこ

との重要性も認識しながら、社会的・職業的自立に向けて必要な資質・能力・態

度を育成する。また、持続可能な社会の創り手として、公共の精神に基づき、主

体的に社会の形成に参画し、その発展に寄与する態度や規範を養う。 

（１）兵庫型「キャリア教育」の推進 

－小・中・高等学校－ 

① 小・中・高12年間をつなぎ、将来、社会の中で自立するために必要な能力を育成

するため、兵庫版「キャリア・パスポート」や「高校生キャリアノートモデル」を
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活用し、小・中・高等学校の連携による発達段階に応じたキャリア教育に取り組む。 

② 校種間連携の在り方について検討・実践するとともに、キャリア教育推進委員会

及び中高意見交換会を開催する。 

－高等学校－ 

① 工業科を設置する県立全日制高等学校において、生徒の技術力の向上や技能検

定・高度な資格取得のため、ものづくりに関わる高度熟練技能者等による実技指

導を行う「『ひょうご匠の技』探求事業」を実施する。 

② 農業・商業・水産・家庭に関する学科を設置する県立高等学校において、生徒

の高度な資格取得やスキルアップのため、各分野の専門家による実技指導を行う

「『ひょうごの達人』招聘事業」を実施する。 

③新蓄電池技術を支える人材の育成に向けて、県内の工業高校を拠点校として、地

域・企業・大学等と連携したネットワークを構築し、蓄電池に関する実習や学習

を通して指導助言や技術指導を受けてカリキュラム開発を行い、県内外の高校に

成果を普及する。 

④ 全ての高等学校において、生徒一人一人の勤労観、職業観や職業人としての基

礎的・基本的な資質・能力を育成するため、将来めざす職業に関わる職場や地域

の企業等におけるインターンシップを実施する。【再掲】 

（２）社会的資質・能力の発達の支援 

① 子どもたち一人一人の個性の発見と、よさや可能性の伸長及び社会的資質・能

力の発達を支える発達支持的生徒指導の推進等、改訂生徒指導提要の趣旨を踏ま

えた児童生徒支援がなされるよう、各種教員研修の充実に取り組む。 

（３）主体的に社会の形成に参画する態度等の育成 

① 生徒の政治的教養を高めるため、県独自で作成した指導事例集を活用した取組

を推進する実践研究会を実施する。 

② 令和４年４月から成年年齢が18歳となったことを踏まえ、公民科や家庭科等の

教育活動を通じて、生徒に必要な政治的教養を身に付けさせるとともに、金融に

関する知識や消費者として必要な知識に関する指導の充実を図る。 

５ 特別支援教育の 

推進 

■ 「兵庫県特別支援教育第四次推進計画」に基づき、障害のある子どもと障害の

ない子どもが可能な限り共に過ごすための条件整備と、一人一人の教育的ニーズ

に応じた学びの場の整備を両輪として、インクルーシブ教育システムの実現に向

けた取組を推進する。 

（１）連続性のある多様な学びの場における教育の充実 

①新多様性を認め合い、共に過ごすための条件整備を推進するため、一人一人の障

害の状態や教育的ニーズ等に応じた合理的配慮の提供について理解促進を図ると

ともに、障害の有無に関わらず、共に認め合い、支え合うことができる学級経

営、学校経営に向け指導・支援を行う。 

② 就学先の決定に向けた保護者等への十分な情報提供や合意形成の必要性、合理

的配慮の基礎となる環境整備等早期からの支援体制の充実等について、市町教育

相談等連絡協議会の開催等を通じて周知するとともに、市町への指導・助言等の
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支援を行う。 

③ 特別な配慮や支援を必要とする児童生徒が安定した学校生活や集団生活を送ら

れるよう必要な支援を行う。 

(ア)通級による指導･支援体制として、地域の拠点小・中学校に「学校生活支援教

員」を配置する。 

(イ)高等学校における「通級による指導」を行うため、近隣の小・中学校や特別

支援学校の協力を得て、特別の教育課程の編成や、効果的な通級による指導等

を研究する。 

(ウ)高等学校における支援が必要な生徒への対応のため、「学校生活支援員(肢体

不自由)」及び「学習活動自立支援員(発達障害等)」を配置する。 

④ インクルーシブ教育システムの理念の構築に向け、全ての教職員が特別な配慮

や支援を必要とする児童生徒への対応力を高められるよう、効果的な研修を実施

する。 

(ア)ユニバーサルな授業づくりや合理的配慮の提供等に関する管理職研修等を実

施する。 

(イ)各種障害の理解や組織的な対応に必要な知識や支援方法、特性に応じたICT活

用等についての研修を実施する。 

⑤ 小・中・高等学校の各段階における学びの連続性を重視した指導・支援を充実

するため、個別の教育支援計画及び個別の指導計画の共通様式化や統合型校務支

援システムを活用する。 

⑥ 特別支援学校高等部卒業生の個々のニーズに応じた進路実現をめざすため、早

期からのキャリア教育を充実させるとともに、障害のある幼児児童生徒の社会参

加が進むよう、共生社会の実現に向けた特別支援教育の理解啓発を促す。 

 (ア)各発達段階において技能検定の視点を取り入れた学習や、実践的・段階的な

作業学習等に取り組むとともに、企業関係者等に特別支援学校のキャリア教育

の取組について広く周知を図る、「キャリア教育・社会参加推進事業」を実施

する。 

(イ)企業等と連携したICT人材育成をめざし、技能検定の種目検討や企業等関係者

・保護者等への理解啓発を進めるため、「指導の在り方に関する調査研究」を

行う。 

(ウ)地域の拠点となる学校に就職支援コーディネーターを配置する。 

⑦ 特別支援学校に在籍する児童生徒が居住地での生活基盤を維持・継続するた

め、「副籍ガイド」等を活用し、副籍を生かした居住地校交流を推進するととも

に、日常的な交流及び共同学習を充実させる。 

⑧拡特別支援学校に在籍する幼児児童生徒の自立や社会参加を支援するため、地域

との交流活動や自然体験活動、社会体験活動の充実を図る。また、地元住民や小

・中・高等学校の児童生徒を招いて、絆を深める交流活動を集中的に実施する。

【再掲】 

⑨新よりインクルーシブで、多様な教育的ニーズに柔軟に対応し、障害のある児童

生徒の学びの場の連続性を高めるため、特別支援学校を含めた２校以上の学校を

一体的に運営する「インクルーシブな学校運営モデル」について検討する。 
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⑩ 特別支援学校の児童生徒の心理的な問題を解決するため、スクールカウンセラ

ーを配置するとともに、教職員を対象とするカウンセリングマインド研修を実施

する。 

⑪新医療的ケア児の登下校時の保護者の負担を軽減するため、福祉車両等を活用した

医療的ケア児の適切な通学方法の調査研究を行う。 

⑫ 「県立特別支援学校における教育環境整備方針」（令和４年２月策定）に基づ

き、特別支援教育の充実に向けた環境整備を推進する。 

(ア)東播磨地域において、市立学校施設を活用した新設校の設置、いなみ野特別 

支援学校の建替及び東はりま特別支援学校の増築による狭隘化対策を推進す

る。 

(イ)但馬地域において、豊岡聴覚特別支援学校と出石特別支援学校の発展的統合

に向けた整備を推進する。 

(ウ)阪神地区において、川西カリヨンの丘特別支援学校を開校するとともに、む

こがわ特別支援学校の新校舎整備による狭隘化対策を推進する。 

（２）連携による切れ目ない一貫した相談・支援体制の充実 

① 教育・福祉・医療等の関係機関と連携した情報提供や指導助言、LD、ADHD 等支援

を必要とする幼児児童生徒に対する教育相談や、「ひょうご専門家チーム」の派遣

等を実施する。 

② 「教育・家庭・福祉の連携マニュアル」を活用し、学校と放課後等デイサービス

事業所との連携など、教育・家庭・福祉における一貫した支援に組織的・継続的か

つ計画的に取り組む。 

③ 日常的に医療的ケアを必要とする幼児児童生徒の教育の充実を図るため、在籍

する特別支援学校に医療的ケア指導医を派遣するとともに看護師を配置する。 

６ 幼児期の教育の 

充実 

■ 幼児期の教育は、生涯にわたる人格形成の基礎を培うとともに、気づく力、や

りぬく力、人と関わる力等の非認知能力等を身に付ける上でも重要であることか

ら、幼児の発達の特性や個々の課題に応じた質の高い教育・保育を提供する。ま

た、幼児教育と小学校教育を円滑に接続するため、子どもに関わるすべての関係

者が連携・協働を図る。 

（１）幼児期における教育の質の向上 

① 幼稚園、認定こども園、保育所が連携し教員等の指導力の向上、保護者の理解

促進等の方策について協議する幼児教育連携促進協議会を開催する。また、保護

者が園における学びの視点や子どもの発達のプロセスを理解し、親子で成長の様

子を書き込める「すくすく ひょうごっ子」を効果的に活用する。 

（２）幼保小の協働による架け橋期の教育の充実 

① 幼稚園教育要領等に対応した幼児期と児童期をつなぐカリキュラムを活用し、

幼児期の教育と小学校教育の円滑な接続を図る。 

７ 人生100年を通じ

た学びの推進 

 

■ 県民誰もが、生涯にわたって学び続けられる機会の確保とともに、意欲をもっ

て知識と知恵をアップデートし続け、自らの可能性を最大限に伸ばし、学びの成

果を社会の様々な場面で発揮できる社会を形成することが求められている。加え
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て、県立美術館・博物館等の社会教育施設の活動等の充実、生涯を通じた文化芸

術活動の充実や文化財の適切な保存・活用、人生を健康にいきいきと過ごすため

の運動・スポーツを推進する。 

（１）生涯学習・社会教育の振興 

① 夜間中学の充実を図るため、神戸市、尼崎市及び姫路市における既存の夜間中

学への広域的な受入れを支援するとともに、潜在的な希望者の把握のため夜間中

学のさらなる周知・啓発に取り組む。 

② 地域住民、団体等の参画により、地域学校協働活動を推進する体制を構築し、 

地域による学校を支援する活動や地域における学習支援・体験活動等を推進する。

③ 博物館等の活動を支援するボランティアに関する情報収集・提供・広報や、希

望者の登録・派遣等を行うボランティアセンターを開設し、博物館等におけるボ

ランティア活動を推進する。 

④ 県立高等学校の特色となる科目や地域住民の関心が高い科目を地域住民に開放

し、県立高等学校生徒と共に学ぶ場を提供する高等学校地域オープン講座を実施する。

⑤ 障害者の生涯学習を支える持続的・総合的なネットワークを構築し、障害のあ

る方が利用しやすい美術館・博物館をめざす「ミュージアム・インクルージョン

・プロジェクト」や「学びの場検索アプリ」の運用等を通じて、障害者の生涯学

習を支援する。 

（２）社会教育施設の充実 

①拡児童生徒が芸術に親しむ環境づくりを推進するため、小・中学生へ新デザインの

ココロンカードの配布や高校生の無償化を実施する。 

② 県民が芸術文化に親しみ、より身近に感じられる機会を提供するため、「ひょう

ごプレミアム芸術デー」を設定し、展覧会の無料開放を実施するとともに、障害の

ある方や子育て世帯等、誰もが楽しめる取組を推進する。 

③ 2025 年大阪・関西万博を契機に、ボランティア大学生等（ヒョーゴ・ミュージ

アム・サポーターズ）の柔軟で斬新な発想力や多様な発信力を活用し、県立社会

教育施設の魅力発信や活性化を図る取組を実施する。 

－県立美術館－ 

① 「安彦 良和」展や「阪神・淡路大震災 30 年記念企画展」等、魅力ある展覧会を

開催する。また、様々なジャンルの芸術活動との融合など創造的な催し、子ども向

けイベント､アウトリーチ活動などにより活性化に取り組み､県民芸術の振興を図る。 

－歴史博物館－ 

① 「首里城と琉球王国」等の展覧会を開催する。また、インターネットを活用し「歴

史博物館デジタルミュージアム」を展開する。 

② 県民の郷土の歴史に関する理解を深め、教育、学術及びふるさと意識に根ざした

ひょうごの文化の継承・発展に資するため、兵庫県を語る上で欠くことのできない

テーマや地域の特色を象徴する事象などの調査研究を行う「ひょうごの歴史研究」

を推進する。 

－人と自然の博物館－ 

① 篠山層群化石の剖出作業を推進するため、市民ボランティア等の人材を継続的に
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育成する。 

② 従来の収蔵庫の持つ標本・資料の収蔵機能に加え、展示ギャラリーや標本制作室

などを併設した「コレクショナリウム」を活用し、人と自然が共生する環境の創造に

関し県民の理解を深める「知と賑わいの拠点」としての機能をさらに高める取組を

推進する。 

－コウノトリの郷公園－ 

① 「コウノトリ野生復帰グランドデザイン」に基づき、野外及び飼育個体群の維持

や自活の促進、生息域の拡大等に取り組むとともに、貸し出したコウノトリの飼育

・繁殖への支援や、県内外の自治体とのネットワークづくりの推進等を実施する。 

－考古博物館－ 

① 「動物と考古学（仮称）」、「武具（仮称）」の展覧会を開催する。また、県内

の史跡や博物館等による全県的なネットワークを活用した調査・研究や成果の公開

・活用に取り組む。 

② 「新発見！ひょうご発掘調査速報 2024（仮称）」、「弥生時代の墓（仮称）」の

展覧会を開催し、館蔵資料を中心に兵庫県の地域文化の豊かさを紹介する。 

－県立図書館－ 

① 読書講演会や講座の実施、ふるさとひょうごに関する展示等のほか、県内公共図

書館・公民館図書室等の職員の資質・専門性向上に向けた各種研修や、図書館と学

校との連携強化を図る学校サポートプロジェクト等を実施する。また、県域の情報

拠点としての機能が発揮できる図書・資料の収集と充実に取り組むとともに、電子

書籍サービスの提供により、利用者の利便性の向上を図る。 

② 憩いの場の設置や学習スペースの拡充など県民が利用しやすい環境づくりに取り

組む。 

③ 開館 50 周年の節目を迎えるにあたり、記念事業として、県立図書館が歩んでき

た 50 年を所蔵資料で紹介する「50 周年記念展示」等を開催する。 

（３）文化芸術の振興と文化財の保存・活用 

① 「文化財保存活用大綱」に基づき、文化財の保存とともに、活用によるまちづく

りなどを推進する。 

② 良質な歴史文化遺産の保存・活用を全県的に推進するため、歴史的な景観と調和

したまちづくりや、地域文化の継承に生かす登録文化財制度を活用するとともに、

ヘリテージマネージャーや市町と連携しながら、歴史文化遺産を活用した個性ある

地域づくりに取り組む。 

③ 歴史文化遺産保護に関して交流協定を結んでいる神戸大学・大手前大学・園田

学園女子大学と連携し、地域で守り伝えられた民俗文化財の歴史的価値を把握す

るとともに、地域の歴史文化遺産として活用する。 
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（単位：千円） 

施   策   名 施 策 の 目 的 と 概 要                        

Ⅱ すべての子どもた

ちが自分らしく安

心して過ごせる学

校・家庭・地域等

の構築 

 

 

１ 多様性の尊重と

包摂性のある教育

の推進 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

所 要 経 費 の        
 

要 求 額        

財 源 内 訳                 

国庫支出金       特 定 財 源      起 債      一 般 財 源      

132,075 45,284 292 0 86,499 

■ 多様な教育ニーズのある子どもたちに対して、自立と社会参加を見据えて、社

会的包摂の観点から「個別最適な学び」の機会を確保するとともに、すべての子

どもたちがそれぞれの多様性を認め合い、互いに高め合う「協働的な学び」の機

会を確保する。 

（１）特別支援教育の推進【再掲】 

 本体資料p.12～14参照 

（２）不登校児童生徒への支援【再掲】 

 本体資料 p.7～9 参照 

（３）多様な教育ニーズへの対応 

① 多様な文化的背景をもつ人々と豊かに共生する心を培うため、家庭・地域との 

連携のもと多文化共生にかかわる事業に取り組む。【再掲】 

(ア)子ども多文化共生教育を推進する中核施設として、就学支援に関する各種多

言語版資料の提供や、教育相談、情報提供等を行う「子ども多文化共生センタ

ー」を運営する。 

(イ)拡増加している外国人児童生徒等の学習支援や心の安定を図る取組などによ

る学校生活への早期適応を促進するため、日本語指導が必要な児童生徒等の母

語を話すことができる「子ども多文化共生サポーター」の派遣を拡充する。 

(ウ)日本語（生活言語・学習言語）の習得と基礎学力の定着を図るため、小･中学

校において日本語指導が必要な外国人児童生徒等を対象に日本語指導を推進す

る「日本語指導支援推進校事業」を実施する。 

(エ)市町と連携しながら外国人児童生徒等が散在する地域における受入促進及び

日本語指導の充実支援体制の整備について実践的に研究する「外国人児童生徒

等に対する教育支援事業」を実施する。 

（４）男女共同参画の視点に立った教育の推進 

① 性別にとらわれることなく、個性や能力を発揮できる環境を構築し、誰もが互

いに支え合う社会を実現し維持していくため、人権尊重や男女共同参画について

の理解を深める取組を推進する。 

２ 学校・家庭・地域

との協働による豊

かな学びの推進 

 

 

 

 

■ 子どもたちの豊かな学びの推進や自分らしく安心して活動できる居場所づくり

等のために、学校・家庭・地域が連携・協働するとともに、地域住民が共に学

び、地域コミュニティ形成の営みという性格を強く有している社会教育の役割の

重要性や若い世代の参画の重要性を再認識し、地域の教育力を高める。 

（１）家庭の教育力の向上 

① PTA を核として、地域の子育てや子どもの安全・安心の確保等を地域ぐるみで
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行う教育支援活動の充実を図るため、地域住民の参画と協働を得て実施する PTCA

活動を支援する。 

（２）地域の教育力の向上 

① 地域と学校が連携・協働し、児童生徒の成長を支えていくため、地域学校協働

本部とコミュニティ・スクール（学校運営協議会を設置する学校）等の仕組みを

一体的に推進する市町の取組を支援する「地域と学校の連携・協働体制推進事

業」を実施する。また、コミュニティ・スクールの導入促進及び活動の充実へ向

け、具体的な導入方策や地域学校協働活動の充実等の実践研究に取り組む。 

② 地域社会が「県立学校が推進する特色ある教育」を支援する体制を構築するた

め、地域と協議・連携して活動する兵庫県版コミュニティ・スクール（地域連携 

強化校）を実施し、社会教育委員会議を活用して制度導入へ向けた検討を進める。

③ 学校の活動を周知するとともに、その評価を行い、地域に対して説明責任を果

たすため「学校評価ハンドブック」及び「学校評価ガイドライン」に基づく学校

評価に取り組む。 

３ 子どもの育ちを社

会全体で支える取

組の推進 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■ 子どもたちの学びを支え、自己肯定感を育むため、学校外の多様な担い手によ

る学びの提供や多様な支援体制を確保するとともに、一人一人が子どもたちの成

長に関わる教育の当事者であるという意識をもち、社会総掛かりでの教育の実現

を目指す。 

加えて、学校・家庭・地域の取組に保護者が積極的に参画することができるよ

う、社会全体で働き方改革やワーク・ライフ・バランスを推進する。 

（１）子どもたちの創造的な活動等を支援する取組の推進 

①新従来の「教育推進月間」に加え、「ひょうご教育の日（仮称）」を制定し、す

べての県民が兵庫の教育について考える機運を高め、次世代を担う子どもたちの

教育に関する取組を県民全体で推進する。 

（２）働き方改革・新しい働き方やワーク・ライフ・バランスの推進 

① 働き方改革やワーク・ライフ・バランスの推進など、地域の大人たちや企業・

団体がこれまで以上に教育に関わりやすくするとともに、学校・家庭・地域の取

組に保護者が積極的に参画することができるよう環境づくりを推進する。 

４ 関係機関等との連

携の強化 

 

 

 

 

■ いじめ、不登校、障害、児童虐待、性犯罪・性暴力、ヤングケアラー、貧困等、

子どもたちが抱える困難や課題が多様化・複雑化している中、誰一人取り残され 

ない支援や教育環境を提供するとともに、困難を抱える子どもたちの早期発見・ 

早期対応が可能となることが期待される教育データの効果的な利活用を図る。 

（１）関係機関等との連携の強化 

① 学校だけでは解決困難な問題行動の背景にある児童生徒の置かれた様々な問題

に対応するため、関係機関との連携・調整を図る「市町スクールソーシャルワー

カー配置補助事業」を実施する。【再掲】 
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（２）教育データ利活用に関する研究 

① 「個別最適な学び」の実現、困難や課題を抱える子どもたちの早期発見・早期

対応に向けて、教育データの利活用に関する取組事例の収集や課題の整理、具体

的な方策等を研究する。 

５ 子どもたちの安

心・安全の確保 

■学校のみならず、保護者や地域、関係機関とも連携・協働しつつ、子どもたちが

日常において、安心・安全に学校生活を送ることができるよう、主体的に判断し

て行動する力や共生の心を育成する。また、新たな感染症の流行や災害等、不測

の事態が生じた際の子どもたちの学びの保障に取り組む。 

（１）安全教育の推進 

① 防犯・交通安全など、児童生徒に安全に対する知識や能力を身に付けさせる

「学校安全総合支援事業」を実施する。 

（２）「兵庫の防災教育」の推進 

① 阪神・淡路大震災や東日本大震災等の経験や教訓を踏まえ、災害時に主体的に

判断して実践する力とともに、助け合いや共生の心を育成するため、教科横断的

な視点で各教科等に位置づけて防災教育に取り組む。 

②新阪神・淡路大震災から 30 年の節目を迎えることを踏まえ、「兵庫の防災教育」

のより一層の推進を図るため、従来の取組の強化やフォーラムの開催等を行う。 

③拡「学校防災マニュアル」や大学教授等の学校防災アドバイザーによる指導助言

を踏まえ、地震のみならず近年多発する気象災害にも対応できるよう学校防災体

制及び防災教育の充実を図るとともに、防災教育副読本「明日に生きる」（小学

生用（高学年））を改訂する。また、中・高校生用の「明日に生きる」の改訂に

向けた検討を開始する。 

④ 地域特有の災害や南海トラフ巨大地震に備えて、地域住民、専門機関等と連携

した防災訓練を実施する。 

⑤ 学校における地域防災活動の充実及び高校生等を対象とする防災ジュニアリー

ダーの育成を図るため、地域の防災リーダーとしての活動を学ぶ学習会の開催

や、被災地におけるボランティア活動等を実施する。 

⑥ 震災・学校支援チーム（EARTH）の構成員に対し、防災の専門的知識及び実践的

な対応力の向上を図るための訓練・研修を実施する。 

⑦ 全ての新任教職員が災害対応能力を身につけ、質の高い防災教育を実践するた

め、実際の震災体験等に触れる研修を実施する。 

（３）学校の危機管理体制の向上 

① 地域特有の災害や南海トラフ巨大地震に備えて、地域住民、専門機関等と連携

した防災訓練を実施する。【再掲】 

② 全ての新任教職員が災害対応能力を身につけ、質の高い防災教育を実践するた

め、実際の震災体験等に触れる研修を実施する。【再掲】 

③ 兵庫県新型コロナウイルス感染症対策検証報告書（令和５年度）を踏まえ、今

後、新たな感染症の流行等に備える。 
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（単位：千円） 

施   策  名 施 策 の 目 的 と 概 要                        

Ⅲ 安心・安全

で質の高い学

びを実現する

教育環境の整

備・充実 

 

 

１ 教育DXの実現

に向けた教育

の情報化の推

進 

 

 

 

 

 

 

 

 

所 要 経 費 の        
 

要 求 額        

財 源 内 訳                 

国庫支出金       特 定 財 源      起 債      一 般 財 源      

31,114,386 9,845,856 565,007 8,057,300 12,646,223 

■ Society5.0 時代を生きていくため、学校教育において、ICT の活用が「日常化」す

るよう取り組むとともに、「個別最適な学び」と「協働的な学び」の一体的な充実を図

り、時代の変化とともに成長しつつ、創造していく力と意思を育む。また、困難や課題

を抱える子どもたちの早期発見・早期対応のために、教育データの効果的な利活用に取

り組む。 

（１）１人１台端末の活用推進 

① Society5.0 時代の学校教育を支える学習基盤として整備した無線 LAN、大型提示装

置、一部教育用端末等の ICT 環境等を活用し、個々の児童生徒に応じた「個別最適な

学び」や、多様な人々と学び合う「協働的な学び」などに取り組む。 

② 全ての子どもたちの可能性を引き出す「個別最適な学び」と「協働的な学び」を実

現するため、県立学校（義務教育段階）の学習者用タブレットについて、国庫補助を

活用して更新する。 

（２）情報活用能力（情報モラルを含む）の育成【再掲】 

 本資料 p.3～4 参照 

（３）教員の ICT 活用指導力の向上 

① 公立小・中学校での１人１台の学習用端末の整備やデジタル教科書への対応及び県立

学校での BYOD の導入を踏まえ、県立教育研修所の研修受講や HYOGO スクールエバンジ

ェリスト等による授業実践例の活用を促し、ICT 活用指導力の向上に取り組む。 

② 各校において教育の情報化を推進するリーダーを育成するため、小・中・高・特別支

援学校の教員を対象に情報教育研修会を開催する。 

③ ICT を活用した学びを推進するため、各学校からの問い合わせ窓口となる GIGA スク

ール運営支援センター等を県教育委員会及び市町教育委員会に設置するとともに、連

絡協議会を開催し、広域での連携を図る。 

（４）校務改善と教育環境充実に向けた ICT 環境の整備・充実 

① 授業等において教材や様々な資料がインターネットを通じて円滑に活用できるよ

う、改正著作権法に基づく対応を行い、教育用クラウドサービスの利用や遠隔学習に

取り組む。 

② 「教職員の業務の量の適切な管理に関する措置等を定める規則」に基づき、授業以 

外の業務量を削減するため、組織体制及び勤務環境を整備するとともに、先進事例の 

取組促進及び ICT を活用した業務の効率化に取り組む。 

(ア)出席管理・成績処理等を行う統合型校務支援システム及び服務システムを運用 

する。 

(イ)保護者の利便性向上につなげるため、授業料等学校徴収金における収納代行や徴

収金管理システムを導入する。 
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（５）教育データ利活用に関する研究【再掲】 

本資料 p.19 参照 

２ 修学環境の整

備・充実 

■ 子どもたちの安心・安全を確保しつつ、質の高い学びや快適な学校生活を送る環境の

実現を目指す。また、すべての子どもたちが未来に希望をもち、家庭の経済事情によって

「学び」が止まることがないよう取り組む。 

（１）安心・安全な教育環境整備の推進 

① 「第Ⅱ期県立学校施設管理実施計画（R4～R8）」に基づき、学校施設の長寿命化改

修等を計画的に実施する。 

② 学校施設の環境改善として、選択教室や体育館の空調整備、発展的統合に伴う整備

などを集中的に実施する。 

③ 生徒等が充実した学校生活を送ることができる環境整備として、授業や部活動で使

用する用具・備品、各校の状況、特色に応じた整備を集中的に行う。 

④新部活動等を行う生徒から要望がある学校グラウンドの人工芝生化をモデル的に整備

する。 

⑤ 学校、家庭及び関係機関の連携による児童生徒の安全確保を図るため、教育手法

（教材研究、研修会）の開発や学校安全への専門的指導・助言を行うアドバイザーの

派遣等を支援する「学校安全総合支援事業」を実施する。【再掲】 

⑥ 市町教育委員会や各学校における危機管理対応マニュアルなどを活用した学校危機管

理対策を推進するため、教職員に加え、学校安全ボランティアも対象とした「学校安全

教室講習会」を開催する。 

（２）教育費負担の軽減に向けた経済的支援 

① 経済的な理由により困難を抱える児童生徒等に対して、支援を行う。 

(ア)授業料に充てるため、高等学校等就学支援金を支給する。 

(イ)授業料以外の教育費負担を軽減するため、高校生等奨学給付金を支給する。 

(ウ)教育費全般を支援するため（公財）兵庫県高等学校教育振興会による奨学資金貸

与事業を実施する。 

(エ)東日本大震災に伴い、本県に避難している児童生徒の就学費用の援助をするた

め、国の被災児童生徒就学支援等事業交付金を支給する。 

(オ)県立学校における１人１台端末の活用に向け、生徒の端末準備を支援するため、

無償貸与を行う。 

(カ)高校生等の海外留学の派遣費用に対する支援金を支給する。【再掲】 

３ 教職員の資質

・能力の向上 

 

 

 

 

■ 子どもたちに「在りたい未来」を創造していく力を育成するため、「教育は人なり」

のもと、志ある優れた素養と資質・能力を備えた魅力ある人材を確保・育成する。 

（１）質の高い人材の確保、資質・能力の向上 

①拡専門性はもとより、チャレンジ精神が旺盛で高い倫理観と使命感を有する優秀な教

員を確保するため、人間性・資質の重視に加え、自身の実体験を通した教育観を確認

する面接など、採用方法の工夫・改善を図る。また、公正性の確保、透明性の向上の

観点から面接評定項目の公表などに取り組む。 

(ア)採用試験開始日の早期化 
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(イ)大学３回生等への出願資格の拡大 

(ウ)特別免許状授与を前提とした特別選考の実施教科の拡大 

(エ)教員免許状取得期間猶予の付与を前提とした特別選考を新設 

(オ)一部校種・教科における第２次選考試験実験実技試験の廃止 

(カ)ICT を活用した模擬授業実施教科の拡大 

②拡全国的に教員志望者の減少や教員不足が課題となる中、本県の教員志望者を確保す

るため、以下の取組を実施する。 

(ア)教員の魅力発信 PR 動画の追加作成 

(イ)年間２回の大学訪問 

(ウ)県立学校の進路ガイダンスへの県職員の派遣 

③ 学校における臨時講師等の人材確保のため、県立学校と市町立学校の講師登録情報

の一括管理に加え、求人媒体等の積極的な活用、OB 教員への講師登録依頼チラシの配

布、ペーパーティーチャー等支援講座の実施、臨時免許状希望者人材バンクの活用

等、退職教員や学校勤務未経験者等に対し、幅広く登録を促す。 

④ 教職員の資質・能力の向上を図るため、研修や表彰等を実施する。 

(ア)「兵庫県管理職・教員資質向上指標」及び「兵庫県教職員研修計画」に基づき､

「初任者研修」や「中堅教諭等資質向上研修」など、教員のキャリアステージ・能 

力・適性に応じた体系的な研修を実施するとともに、ICT 能力の育成と特別な配慮 

や支援を必要とする児童生徒への対応を強化する項目として、計画的に研修を行う。

(イ)「教職員人事評価・育成システム」の評価の客観性や信頼性を高めるため、学校

管理職等の評価能力の向上のための研修を実施する。 

(ウ)公立小・中学校での１人１台の学習用端末の整備や、デジタル教科書への対応及

び県立学校での BYOD の導入を踏まえ、県立教育研修所の研修受講や HYOGO スクール

エバンジェリスト等による授業実践例の活用を促し、ICT 活用指導力の向上に取り

組む。【再掲】 

(エ)指導力が不足する教員を対象に、研修等の支援を行う「指導力向上を要する教員

のフォローアップシステム」を実施する。 

(オ)職務意欲や資質能力の向上を図るため、優秀な教職員の表彰を行う。 

(カ)学習環境、生徒指導、授業に関わる多様な教育課題に係る先導的な研究を支援す

る「教職員自主的研究推進事業」を実施する。 

⑤ 学校における厳正な情報管理のため、教育情報セキュリティポリシー等に基づき、

児童生徒の個人情報や教務・生徒指導上の情報等の取扱いの適正な管理を徹底する。 

⑥新研修受講履歴システムにおいて記録した教員の研修履歴を活用し、適切な研修の受

講を奨励することにより、公立学校教員の主体的・効果的な資質向上を図る。 

（２）意欲と能力が最大限発揮できる指導・運営体制の整備・充実 

① きめ細かな指導や、専門性の高い教科指導等による教育の質の向上を図るとともに、

障害のある子どもたちや外国人の子どもたちへの指導、いじめや不登校への対応を含め、

多様な教育ニーズに応じた学校の指導・運営体制の効果的な強化・充実を図る。 
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４ 学校の組織

力の向上 

■ 教職員が心身ともに健康で能力を発揮できる環境を整備し、質の高い教育の実現や複

雑化・困難化する教育課題に対応していくため、校長等のマネジメントのもと、業務量

の削減や業務の効率化、健康の保持増進を図る。 

（１）働きがいのある学校づくりの推進 

－県立学校・市町立学校共通の取組－ 

① 風通しのよい働きがいのある職場環境をめざし、ハラスメント防止指針に基づき、

研修を実施する。また、事案が発生した際、早期解決につなげるため、教職員・保護

者等が相談可能な窓口を周知するなどの総合的な対策を実施する。 

② 教職員がワーク･ライフ･バランスのとれた充実した生活を送れるよう、年休取得の

促進を図るとともに、夏季休業期間を中心に学校閉庁日を設定する。 

③ 業務量の削減や業務の効率化を進めるため、教職員の勤務時間適正化先進事例集

GPH100 を随時更新し、内容の充実を図るとともに、民間コンサルタントをモデル校に

導入して得られた、民間の視点による提案や専門的な助言等の周知・活用を図る。 

④ 教員の ICT 活用を支援し、ICT を活用した学びを推進するため、各学校からの問い

合わせ窓口となる GIGA スクール運営支援センター等を県教育委員会及び市町教育委

員会等に設置するとともに、連絡協議会を設置し、広域での連携を図る。【再掲】 

⑤ 障害者の就労機会をより一層確保するため、障害者活躍推進計画に基づき、障害者

を対象とした教員採用試験特別選考を実施するほか、臨時的任用職員等を希望する者

に対して障害者人材バンクを活用する。 

－県立学校における取組－ 

① 教員等の業務負担軽減を図るため、学校業務の支援を担う業務支援員（地域の外部

人材）を全県立学校（定時制・通信制を除く）に配置する。 

② 部活動指導を担当する教員の業務負担軽減や、専門的な技術指導を受けられない生

徒への指導のため、部活動の指導や大会引率等が単独でできる部活動指導員を配置す

る。【再掲】 

③ テレワーク兵庫を活用した夏季休業中の在宅勤務を引き続き実施するとともに在宅

勤務における適切な業務内容等について検討する。 

④ 「教職員の業務の量の適切な管理に関する措置等を定める規則」に基づき、授業以

外の業務量を削減するため、組織体制及び勤務環境を整備するとともに、先進事例の

取組促進及び ICT を活用した業務の効率化に取り組む。【再掲】 

(ア)出席管理・成績処理等を行う統合型校務支援システム及び服務システムを運用 

する。 

(イ)保護者の利便性向上につなげるため、授業料等学校徴収金における収納代行や徴

収金管理システムを導入する。 

⑤ 教職員のメンタルヘルス不調を未然に防止するため、ストレスチェックを実施し、

ストレスへの気づきを促すとともに、ストレスチェックの結果を踏まえた職場環境改

善に取り組む。 

－市町立学校の取組－ 

① 教員等の業務負担軽減を図るため、学校業務の支援を担うスクール･サポート･スタ

ッフ（地域の外部人材）の希望する全小中学校への配置を支援する。 
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②新国の「学校部活動及び新たな地域クラブ活動の在り方等に関する総合的なガイドラ

イン」の方針を踏まえ、改革推進期間終了後の令和８年度に向け、①地域移行型②地

域移行と地域連携のハイブリッド型③地域連携型などの具体的なロードマップを含む

地域移行推進計画を地域移行推進会議において検討するとともに、地域連携・地域移

行に向けた実証事業を実施する。【再掲】 

③拡中学校において、部活動指導を担当する教員の業務負担軽減や、専門的な技術指導

を受けられない生徒への指導のため、部活動の指導や大会引率等が単独でできる部活

動指導員の配置を拡充する。【再掲】 

（２）教職員の健康管理 

①新本庁、地方機関、教育機関、県立学校の各所属が、教職員の心の健康の保持増進及び

活気ある職場づくりに積極的に取り組むよう、「心の健康づくり計画」に基づき、教職

員のメンタルヘルス対策を一層推進する。 

② スムーズな復職と再度の病気休暇等取得の防止をめざし、教員リワーク支援プログラ

ム等を実施する。 

③ 教職員の精神疾患による療養者の減少を図るため、教育事務所にメンタルヘルスア

ドバイザーを配置し、医療機関との連携により、予防対策から復職支援、復職後のフ

ォローアップまで総合的に取り組む「教職員のメンタルヘルス総合対策事業」を実施

する。 

④ 教職員のメンタルヘルス不調を未然に防止するため、ストレスチェックを実施し、教

職員のストレスへの気づきを促すとともに、ストレスチェックの結果を踏まえた職場環

境改善に取り組む。【再掲】 

（３）管理職の確保・育成 

① 管理職の養成、資質の向上を図るため、学校経営や教育行政の基礎、学校経営の改

善や学校マネジメント能力の育成を図る「学校管理職・教育行政職特別研修」等を実

施する。 

② 主幹教諭に対し、円滑な学校運営や教員等の能力向上、教員集団の中でのリーダー

としての資質向上をめざした研修を実施する。 

③ 「第２次男女共同参画教職員支援ひょうごプラン」に基づき、学校運営における意思

決定過程への女性の参画や働きがいのある職場づくりに取り組む。 
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令和６年度予算要求一覧表
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１　一般会計

令 和 ５ 年 度 令 和 ６ 年 度

区　　　　　分 当初予算額 予算要求額 国庫支出金 特定財源 起債 一般財源

教 育 推 進 費 13,272,259 12,995,309 1,880,798 1,618,114 106,800 9,389,597 97.9%

学 校 運 営 費 8,716,058 8,164,488 417,270 464,578 0 7,282,640 93.7%

学 校 整 備 費 11,338,907 14,464,353 718,618 48,000 10,497,000 3,200,735 127.6%

小 計 33,327,224 35,624,150 3,016,686 2,130,692 10,603,800 19,872,972 106.9%

高 等 学 校 就 学
助 成 費

8,777,982 8,727,081 8,684,108 0 0 42,973 99.4%

人 件 費 273,016,105 273,016,105 47,688,772 9,520,599 0 215,806,734 100.0%

合 計 315,121,311 317,367,336 59,389,566 11,651,291 10,603,800 235,722,679 100.7%

２　勤労者総合福祉施設整備事業特別会計

令 和 ５ 年 度 令 和 ６ 年 度

当初予算額 予算要求額

事 業 費 251,067 233,067 0 233,067 0 92.8%

３　合計

令 和 ５ 年 度 令 和 ６ 年 度

当初予算額 予算要求額

教 育 委 員 会 計 315,372,378 317,600,403 59,389,566 11,884,358 10,603,800 235,722,679 100.7%

一般財源

(単位：千円)

財　源　内　訳
区　　　　　分 備考

国庫支出金 特定財源 起債

(単位：千円)

財　源　内　訳
区　　　　　分 備考

国庫支出金 特定財源 起債 一般財源

令和６年度予算要求額一覧表

(単位：千円)

財　源　内　訳
備考
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令和５年度 令和６年度

当初予算額 予算要求額 国庫支出金 特定財源 起   債 一般財源

1,021 492 492 0 0 0 被災児童生徒就学支援等事業費 492

財 務 課

1,157,156 1,083,707 34,221 8,569 0 1,040,917 ひょうご教育創造プランフォローアップ実施費等

1,004

兵庫防災教育推進事業費 2,552

実践的安全教育（防災）総合支援事業費 12,865

防災教育副読本改訂事業費 6,424

県立学校学びのイノベーション推進事業費 463,903

兵庫県GIGAスクール運営センター設置事業費 57,664

教育用コンピュータ整備事業費等 535,295

教 育 企 画 課 (新)｢ひょうご教育の日｣制定記念事業費 4,000

603,102 594,254 98,089 22,582 0 473,583 教員採用試験工夫・改善費 8,082

教員の魅力発信事業費 1,568

教職員自主的研究推進事業費 1,500

免許法認定講習開催費等 22,582

県立学校業務支援員配置事業費 120,625

スクール・サポート・スタッフ配置事業費 165,060

障害者雇用の促進対策事業費 51,318

メンタルヘルス総合対策事業費 3,461

ストレスチェック実施費 6,302

教 職 員 企 画 課 県立学校教職員服務管理システム運用保守事業費 32,618

教 職 員 人 事 課 教職員健康管理体制整備事業費等 181,138

42,493 44,782 0 14,778 0 30,004 維持運営費等 44,782

教 職 員 企 画 課

1,991,728 2,246,908 253,484 143,756 0 1,849,668 ひょうご学力向上推進プロジェクト事業費

～兵庫型学習ｼｽﾃﾑの推進～ 1,000

地域人材を活用したひょうご学び支援事業費

70,740

教科書採択費等 2,852

数学・理科甲子園ジュニア大会開催費 1,200

環境体験事業費 91,015

自然学校推進事業費 354,033

青少年芸術体験事業「わくわくオーケストラ教室」

実施費 127,930

地域に学ぶ「トライやる・ウィーク｣推進事業費 176,393

ひょうごのふるさと魅力発見事業費 4,194

兵庫版道徳教育副読本配布事業費 12,000

道徳教育推進事業費 6,862

小・中・高12年間を繋ぐｷｬﾘｱ教育充実事業費 1,275

幼児教育連携促進事業費 9,271

教職員研修費 469,698

新任教員防災教育研修費 3,515

(新)中学校部活動改革推進プロジェクト事業費 9,468

学校問題総合支援事業費 164,042

ｽｸｰﾙｶｳﾝｾﾗｰ配置事業費 474,714

市町ｽｸｰﾙｿｰｼｬﾙﾜｰｶｰ配置補助 45,769

SNSを活用した教育相談事業費 31,246

(新)ひょうご不登校対策ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ事業費 186,518

令 和 ６ 年 度 予 算 要 求 額 の 概 要 （ 主 要 事 項 ）

（一般会計） （単位：千円）

事　項　名
財 源 内 訳

概 要 説 明

被 災 者 支 援 １

対 策 費

６

７

８

人 事 管 理 事 務 費 １

教 育 行 政 企 画 費 １

２

３

４

５

７

８

９

10

11

２

３

４

５

６

２

３

４

５

６

７

教 育 研 修 所

維 持 運 営 費

義 務 教 育 推 進 費 １

13

14

15

16

17

８

９

10

11

12

18

19

20

21
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令和５年度 令和６年度

当初予算額 予算要求額 国庫支出金 特定財源 起   債 一般財源
事　項　名

財 源 内 訳
概 要 説 明

県立但馬やまびこの郷サテライト事業費 1,372

夜間中学調査研究事業費 500

(新)ひょうごフィールドパビリオン活用推進事業費

義 務 教 育 課 1,301

1,315,545 1,341,411 83,600 220,898 0 1,036,913 ひょうご学力向上実践研究事業費 3,100

高等学校入学考査実施費 19,703

外国語指導助手配置事業費 670,204

県立高校国際交流事業 5,708

(新)HYOGOグローバルリーダー育成プロジェクト事業費

53,340

スーパーサイエンスハイスクール事業費 22,526

県立高校魅力アップ推進事業費 55,860

高校生ふるさと貢献・活性化事業費 29,400

普通科改革における新学科設置事業費 33,600

発展的統合校交流支援事業費 2,400

理数教育アクションプラン推進費 604

高校生就業体験事業費 2,205

初任者研修費 179,041

新任教員防災教育研修費 4,420

管理職研修費 12,430

心の教育総合センター設置費 4,107

高校生心のサポートシステム推進費 69,541

(新)マイスター・ハイスクール事業費 8,000

高 校 教 育 課 職業科教育用コンピュータの整備費等 165,222

204,459 257,597 49,913 6,500 0 201,184 「心のバリアフリー」推進事業費 7,411

インクルーシブ教育システム構築研修費 250

高等学校通級指導実践研究事業費 7,462

キャリア教育・社会参加推進事業費 12,076

特別支援学校スクールカウンセラー配置事業費 7,343

企業等と連携したICT人材育成指導調査研究事業費

2,741

教育用コンピュータ整備事業費等 9,717

特別支援学校医療的サポート推進事業費 113,790

ＬＤ、ＡＤＨＤ等相談・支援事業費等 5,807

障害の多様化等に対応した指導体制充実費 89,000

(新)医療的ケア児への保護者の負担軽減に関する

特 別 支 援 調査研究費 1,500

教 育 課 (新)インクルーシブ学校運営モデル研究事業費 500

126,486 140,227 3,979 0 0 136,248 子ども多文化共生教育支援事業費 106,774

日本語指導支援推進校事業費 7,139

外国人児童生徒に対する教育支援事業費 1,319

地域に学ぶ人権学習推進事業費 13,091

人権教育指導者研修費等 1,057

人 権 教 育 課 人権教育推進関係団体育成事業費 10,847

4,554,826 4,642,137 857,049 793 0 3,784,295 小・中学校における兵庫型学習システム等推進費等

2,143,298

教育課程実施推進費 1,740,953

学校運営マネジメントの充実強化事業費 678,205

｢ひょうご匠の技」探求事業費 4,200

｢ひょうごの達人」招聘事業費 7,504

特別な支援を必要とする生徒支援対策費 13,570

外国人生徒のための高等学校特別入学実施校事業費

学 事 課 19,851

高 校 教 育 課 芦屋国際中等教育学校の日本語教育指導等充実費 34,556

24

高 校 教 育 推 進 費 １

２

22

23

９

10

11

12

13

14

３

４

５

６

７

８

特 別 支 援 教 育 １

推 進 費 ２

15

16

17

18

19

３

７

８

９
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11
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３

４

５

６

４

５

６

学 校 非 常 勤 １

人 権 教 育 推 進 費 １

２

７

８

職 員 費

２

３

４

５

６
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令和５年度 令和６年度

当初予算額 予算要求額 国庫支出金 特定財源 起   債 一般財源
事　項　名

財 源 内 訳
概 要 説 明

1,300,770 1,327,738 400,608 0 0 927,130 奨学のための給付金事業費 1,201,826

高等学校奨学資金貸与事業費 99,075

財 務 課 奨学資金貸付金回収業務委託費 26,837

8,777,982 8,727,081 8,684,108 0 0 42,973 県立高等学校就学支援事業費 7,437,596

市立高等学校就学支援事業費 1,154,187

高等専門学校等就学支援事業費 94,048

財 務 課 就学支援制度オンライン申請システムの導入 41,250

102,947 97,629 0 18,461 0 79,168 但馬やまびこの郷維持運営費 38,029

南但馬自然学校維持運営費 59,600

義 務 教 育 課

4,370,565 4,275,368 67,173 453,505 0 3,754,690 高等学校施設維持費等 3,329,037

高等学校教育振興費 711,331

財 務 課 ひょうごの未来を担う高校生等部活動等応援事業費

（備品整備分） 235,000

5,895,288 8,470,968 0 48,000 7,103,900 1,319,068 県立学校長寿命化改修事業費 3,500,000

県立学校施設環境充実事業費 2,805,475

県立高等学校体育館照明ＬＥＤ化事業費 12,246

(新)ひょうごの未来を担う高校生等部活動等応援事業費

(芝生化事業分） 322,000

財 務 課 県立高等学校整備費 1,831,247

2,200,964 2,302,673 5,558 11,073 0 2,286,042 特別支援学校施設維持費等 2,268,196

特別支援学校教育振興費 24,477

財 務 課 ひょうごの未来を担う高校生等部活動等応援事業費

（備品整備分） 10,000

726,934 694,533 344,539 0 0 349,994 特別支援学校等児童生徒就学奨励費 689,079

特別支援教育就学奨励費システム費 5,454

財 務 課

5,443,619 5,993,385 718,618 0 3,393,100 1,881,667 県立学校長寿命化改修事業費 500,000

県立学校施設環境充実事業費 50,000

阪神南地域特別支援学校狭隘化対策費 2,340,329

但馬地域発展的統合校設置費 924,330

東播磨地域特別支援学校狭隘化対策費 1,557,147

財 務 課 県立特別支援学校整備費 621,579

83,735 74,062 38,766 0 0 35,296 地域と学校の連携・協働体制構築事業費 57,671

PTAによる学校・家庭・地域の連携強化事業費等 3,404

障害者教育推進事業費 10,312

児童・生徒博物館無料開放事業費 495

博物館法改正に伴う博物館登録事業費 680

社 会 教 育 課 (新)地域読書活動推進事業費 1,500

1,763,184 1,506,271 23,564 527,326 0 955,381 県立美術館維持運営費 697,791

県立歴史博物館維持運営費 133,688

ひょうごの歴史研究事業費 6,494

県立人と自然の博物館維持運営費 297,683

県立コウノトリの郷公園維持運営費 81,166

県立考古博物館維持運営費 167,577

県立考古博物館分館維持運営費 37,212

奨 学 資 金 １

事 業 費 ２

３

４

義 務 教 育 施 設 １

維 持 運 営 費 ２

３

高 等 学 校 等 １

就 学 助 成 費 ２

高 等 学 校 整 備 費 １

高 等 学 校 施 設 １

維 持 運 営 費 ２

３

特 別 支 援 学 校 1

施 設 維 持 運 営 費 ２

３

２

３

４

５

生 徒 就 学 奨 励 費 ２

特 別 支 援 学 校 1

整 備 費 ２

特 別 支 援 学 校 児 童 1

社 会 教 育 １

支 援 費 ２

３

４

３

４

５

６

３

４

５

５

６

社 会 教 育 施 設 １

維 持 運 営 費 ２

６

７
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令和５年度 令和６年度

当初予算額 予算要求額 国庫支出金 特定財源 起   債 一般財源
事　項　名

財 源 内 訳
概 要 説 明

県立図書館維持運営費 78,701

社 会 教 育 課 ひょうご県民プレミアム芸術デーの開催事業費 1,400

文 化 財 課 HYOGOミュージアム魅力発信プロジェクト事業費 4,559

905,013 767,147 5,350 564,571 106,800 90,426 文化財保存整備費補助事業費等 148,245

指定文化財管理費補助事業費 5,881

埋蔵文化財受託調査事業費 573,708

埋蔵文化財分布調査費等 8,489

文 化 財 課 埋蔵文化財緊急発掘調査費補助事業費 30,824

221,588 279,348 45,061 60,481 0 173,806 ｢体力アップひょうご｣サポート事業費等 14,579

県立学校幼児児童生徒健康診断費 55,201

(新)中学校部活動改革推進プロジェクト事業費 58,931

県立高校部活動指導員配置事業費 14,884

武道等指導推進事業費 3,000

学校教育活動全体で行う食育推進費 518

県立夜間定時制高等学校夜食事業実施費 1,788

がんの教育総合支援事業費 1,000

栄養教諭研修費等 531

養護教員研修事業費 9,606

体 育 保 健 課 スクールヘルス推進事業費等 119,310

434,214 415,349 0 2,750 0 412,599 県立奥猪名健康の郷維持運営費 59,520

県立海洋体育館維持運営費 29,104

県立兎和野高原野外教育センター・木の殿堂

維持運営費 92,330

県立弓道場維持運営費 8,666

県立総合体育館維持運営費 83,851

体 育 保 健 課 県立武道館維持運営費 141,878

３

10

文 化 財 保 護 費 １

２

３
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８

９
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体 育 推 進 費 １

２

３

４

５

６
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11

健 康 増 進 施 設 １

維 持 運 営 費 ２
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令和５年度 令和６年度

当初予算額 予算要求額 国庫支出金 特定財源 起   債 一般財源

150,939 137,339 0 137,339 0 0 管理運営費等 137,339

100,128 95,728 0 95,728 0 0 管理運営費等 95,728

管 理 運 営 費

令 和 ６ 年 度 予 算 要 求 額 の 概 要 （ 主 要 事 項 ）

（勤労者総合福祉施設整備事業特別会計） （単位：千円）

事　項　名
財 源 内 訳

概 要 説 明

（ 体 育 保 健 課 ）

文 化 体 育 館

管 理 運 営 費

（ 体 育 保 健 課 ）

円 山 川 公 苑
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